
令和７年３月 18日 

 

ほどがや市民活動センター・ほどがや国際交流ラウンジの移転について 

 
 区民の利便性向上や区役所との連携強化を図るため、令和８年４月（予定）にほどがや市民活動セ

ンター アワーズ（以下、「アワーズ」という）とほどがや国際交流ラウンジ（以下、「ラウンジ」と

いう）を保土ケ谷区総合庁舎別館へ移転します。可能な限り、引っ越し等での休館期間を短縮するよ

う調整してまいります。 
 
１ 施設概要 

   ・ほどがや市民活動センターアワーズ 
（保土ケ谷区星川１－２－１） 

  ・ほどがや国際交流ラウンジ 
（保土ケ谷区岩間町１－７－15 岩間市民プラザ１階） 

   
２ 移転後のフロアイメージ 

 

 

 

 

 

                           

 

 

３ 移転による効果 

（1） 区役所-施設間の連携が図りやすくなり、相談対応がスムーズになる 
（2） スペースが広くなり、個人情報に配慮した相談対応が可能になる 
（3） 双方の施設が連携する機会が増え、新規事業の創出や既存事業の拡充により施設としての機能

強化や、利用者の活動の幅が広がる 
 
４ スケジュール 

 Ｒ７ Ｒ８ 

４月～ ７月～ 10月～ １月～ ４月以降 

アワーズ・ラウンジ（現施設）   

区庁舎別館   

 
※ 施設予約等、詳細が決まりましたら改めてご連絡いたします。 
 

（担当）保土ケ谷区役所地域振興課 渡邉、熊倉、鈴木 
TEL：045-334-6308 

Mail：ho-chiiki@city.yokohama.lg.jp 

●２階に各施設の窓口を設置 
●共用で使用する和室や会議室を設置予定 

現施設管理運営 

エレベータ工事、アワーズ・ラウンジ等整備工事 利用開始 

区役所別館 
（保土ケ谷区川辺町２－９） 

令和８年４月～ 


